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地域公共交通に関する取組について 

 

 

１ 趣旨 

公共交通網から離れている三条町、山芦屋町を中心とする山手地域において既存の公

共交通等を補完する施策の検討として、デマンド型乗合タクシーの実証運行を行ってい

ます。 

本取組による実証運行は、課題解決にむけた施策の必要性や既存事業者への影響等、既

存公共交通等を補完する施策として本格導入すべき施策かを検証するために試験的に行

うものです。実証運行にあたっては、地域住民・関係者の意見や利用状況を踏まえ、今後

も必要に応じて運行内容の見直しを行い、進めてまいります。 

 

 

２ 実証運行の実施状況と評価【資料１】 

 

 

３ 実証運行の見直し 

(1)地域住民の利用実態等調査 

利用状況や住民意見を踏まえた運行内容や継続性の検討を行うため実施するもの 

① アンケート調査（令和 7年 7月 22 日～8 月 6 日）【資料２】 

② 意見交換会（令和 7年 10 月 1 日・8日、12 月 2 日・5 日） 

(2)関係機関協議（令和 7年 12 月 17 日） 

学識経験者、国、県、市、交通事業者（鉄道、バス、タクシー）、道路管理者、交通

管理者、地域住民代表者、運行事業者が集まり、実証運行の実施状況とその評価、運

行計画の見直し等今後の方向性について協議 

 (3)道路運送法許可申請  

道路運送法第 21 条第 2 号に基づく実証運行の許可を受けるにあたり、市は 12 月 17

日の関係機関協議の結果を受けて、運行事業者に実証運行の実施要請をしました。 

運行事業者は市の要請を受け、近畿運輸局に道路運送法第 21 条第 2 号に基づく一般

乗用旅客自動車運送事業による乗合旅客運送許可申請を 12月 24 日に行いました。 

(4)実証運行概要【資料３】 
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４ 今後の進め方（予定） 

現在の実証運行第 2 期として 3 月 2 日から令和 9年 3月 31 日までの実証運行を引き続

き行い、利用者数や認知度の向上を目指します。 

また、公共交通網から離れている芦屋川以東の山手地域においても実証運行の導入の

可能性を検討するため、関係機関との協議を行います。 

 

 

５ 添付資料 

・【資料１】実証運行の実施状況と評価 

・【資料２】芦屋市乗合タクシーに関する住民アンケート調査結果 

・【資料３】芦屋市乗合タクシー（山手地域）実証運行概要（案） 
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